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海
外
派
遣
事
業

洋
上
セ
ミ
ナ
ー
ほ
か

年 

金 

の 

お 

知 

ら 

せ

カ
ッ
ト

中
学
生
・
高
校
生

海

外

派

遣

事

業

派

遣

者

募

集

　
派
遣
先
の
青
少
年
と
の
交
流

や
生
活
体
験
な
ど
を
通
じ
て
相

互
理
解
を
深
め
、
国
際
的
視
野

を
持
っ
た
中
学
生
・
高
校
生
を

育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施

し
ま
す
。

〔
派
遣
先
〕
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

〔
派
遣
期
間
〕
７
月
下
旬
～
８

月
上
旬(

１
週
間
程
度)

予
定

〔
募
集
人
員
〕
中
学
生
・
高
校

生
15
名
程
度

〔
応
募
資
格
〕
町
内
在
住
の
中

学
２
年
生
、
中
学
３
年
生
。
ま

た
は
、
町
内
在
住
の
高
校
生
。

　
条
件
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
３
回
接

種
済
み
で
あ
り
、
渡
航
時
に
抗

原
検
査
な
ど
を
受
け
る
こ
と
。

ま
た
、
研
修
会
に
す
べ
て
参
加

す
る
こ
と
。

〔
選
考
方
法
〕
作
文
・
面
接
試

験〔
費
用
〕
５
万
円
（
渡
航
手
続

料
な
ど
は
、
別
に
個
人
負
担
あ

り
）

〔
応
募
方
法
〕
参
加
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
教
育
課

ま
た
は
き
こ
り
ん
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

〔
申
込
期
限
〕
５
月
16
日
（
月
）

午
後
５
時
ま
で

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

＊
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
拡
大
状
況
に
よ
り
、
実
施

内
容
・
期
間
の
変
更
や
派
遣
を

中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課

　
　
　
　
　☎
83-

２
２
４
６

神
津
島
洋
上
セ
ミ

ナ
ー
に
つ
い
て

〔
実
施
期
間
〕
８
月
16
日
（
火
）

～
19
日
（
金
）

３
泊
４
日
（
船
中
１
泊
）

〔
実
施
場
所
〕
神
津
島

〔
募
集
人
員
〕
40
名
程
度

＊
募
集
人
員
を
超
え
た
場
合
に

は
、
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
こ

と
の
な
い
小
学
６
年
生
・
中
学

１
・
２
年
生
を
優
先
し
ま
す
。

〔
応
募
資
格
〕

①
奥
多
摩
町
在
住
の
小
学
５
・

６
年
生
を
参
加
団
員
と
し
、
中

学
１
・
２
年
生
を
サ
ブ
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
募
集
し
ま
す
。

②
団
体
行
動
が
で
き
る
こ
と
。

③
事
前
説
明
会
お
よ
び
町
が
実

施
す
る
子
ど
も
交
流
事
業
に
参

加
で
き
る
生
徒
。

④
事
業
終
了
後
も
参
加
者
と
し

て
の
体
験
を
活
か
し
、
学
校
や

地
域
に
お
い
て
活
発
な
活
動
が

で
き
る
こ
と
。

⑤
保
護
者
の
同
意
が
得
ら
れ
る

こ
と
。

⑥
町
に
支
払
う
べ
き
同
一
世
帯

内
の
税
金
、
各
種
使
用
料
な
ど

の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

⑦
原
則
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
２
回
受
け

て
い
る
こ
と
（
接
種
記
録
証

（
シ
ー
ル
が
貼
ら
れ
て
い
る
も

の
）
コ
ピ
ー
の
提
出
）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
課

　
　
　
　
　
☎
83-
２
２
４
６

 子ども・子育て支援推進
 事業の申請はお済ですか？
　子ども・子育て支援推進事業は、申請し

認定されないと助成を受けることができま

せん。

　保育園保育料助成事業、学校給食費助成

事業、高校生等通学支援事業など１５事業

の助成を希望される場合は、令和４年度分

の申請が必要です。

　提出がお済でない方は申請をお願いしま

す。

※問い合わせは、子ども家庭支援センター

　　　　　　　　　　☎８５－２６１１

　児童育成手当（障害手当）の申請
 受給資格はあっても所得制限を超えていたため手当を

受けることができなかった方で、所得状況の変化や、新

たに受給資格に該当されると思われる方は、５月中に申

請してください。申請が遅れた場合、認定されても、申

請された翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当は

受けられませんのでご注意してください。申請に必要な

要件、提出書類などはお問い合わせください。

 なお、現在受給されている方には、６月に「現況届」

をお送りしますのでご提出ください。

〔児童育成手当対象者〕　

　　  支給額・該当児童１人につき月額１３，５００円

〔児童育成（障害）手当対象者〕　

　　  支給額・該当児童１人につき月額１５，５００円

※申し込み、問い合わせは、子ども家庭支援センター　

　　    　　　　　　　　　　　　☎８５－２６１１
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